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ETCマイレージ貸出カード廃止について          重要 

これまで、ご希望があれば貸出カー

ドを送付しておりましたが、10月 1

日からのインボイス制度の開始に伴

い、9 月より貸出カードを廃止する

ことと致しました。予備のカードが

必要であれば、事前にカードを作成

していただきますよう、お願いいた

します。 

 

ETCマイレージカード利用照会サービスへの代理登録ついて  

インボイス制度に伴い、ETC マイレージカードの利用照会サービ

スの代理登録は、2023 年６月３０日現在で組合員各位が保有さ

れているETCマ―レージカードが対象となります。2023年７月

以降、発行されるカードは、組合員各位でご登録いただきますよ

う、お願いいたします。 
 

コーポレートカード 入替旧カードのご返却のお願い   

入替申請をしますと新カードをお届けするまでは、旧カードで新しい

お車の走行ができますが、新カードが届きましたら、旧カードは、早

めにご返却下さいますようにお願いいたします。この度、NEXCO

より、旧カードが返却できていないリストが届きましたので、旧カー

ドの返却は、今後も早めにご対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏季休暇のご連絡                   瀬戸内高速 

８月１1日（金）～８月１５日（火）は、夏季休暇とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 
【雑感】先日、ある組合員様に車検をお願いしました。車検前には、1
度車を見ていただいて、きちんと見積もりをしていただけます。車検
後の車は、いつもより整備され、安心感があります。こういう時、頼
れる様々な業種の組合員様がいらっしゃるなと思う６月でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労基情報  「改善基準告示」の改正について 

 
 
 
 

トラック運転者については、従来から長時間労働の解消が課題

となっており、労働時間等の労働条件の向上を図るために、拘

束時間の上限、休息期間等について基準（※改善基準告示）が

設けられています。 
※改善基準告示：「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

（厚生労働大臣告示） 

しかし、トラック運転者は、脳・心臓疾患による労災支給決定

件数が最も多い職種であり、依然として長時間・過重労働の解

消が課題となっています。 

このような状況もあり、令和４年１２月に改善基準告示の見直

しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。 

 
 

 
改正改善基準告示は令和 6年 4月 1日から適用となります。
トラック運転者の勤務状況の見直しなど、対応に向けた準備を
よろしくお願いします。 

トラック運転者の長時間労働の改善に向けた荷主企業、運送事

業者からの相談に対応するため、「トラック運転者の長時間労

働改善特別相談センター」が設置されています。 

センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、

運送事業者からの労務管理改善や作業環境改善に関する相談

に無料で対応しています。 

また、利用者の希望に応じて、オンラインや現地訪問による支

援も実施していますので、是非、ご活用ください。 

 

※トラック運転者の長時間労働 

改善特別相談センターはこちら 
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お問い合わせは 倉敷労働基準監督署 

TEL：086-422-8177 まで 

 

 

２０２３年７月１９日発行 

 

 

 

 

 


